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1 

は
じ
め
に

１�　
今
年
も
市
政
に
、「
法
令
相
談
室
か
ら
―
令

和
７
年
を
振
り
返
っ
て
」
を
書
く
こ
と
に
な
っ

た
。

２�　
令
和
７
年
と
い
う
年
は
、
⑴
１
月
20
日
の

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ

大
統
領
の
就
任
、
⑵
10
月
21
日
の
高
市
早
苗

内
閣
総
理
大
臣
の
就
任
が
あ
っ
た
年
で
あ
る

し
、
令
和
４
年
（
２
０
２
２
年
）
２
月
24
日
に

始
ま
っ
た
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
が
、

ロ
シ
ア
の
侵
攻
開
始
か
ら
３
年
余
も
経
過
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
終
戦
（
停
戦
）
と
は
な

ら
な
か
っ
た
年
で
あ
り
、「
モ
ン
ロ
ー
主
義
」

と
い
う
用
語
を
も
じ
っ
た
「
ド
ン
ロ
ー
主
義
」

と
い
う
言
葉
で
徴
表
さ
れ
る
と
お
り
、
世
界

情
勢
が
ま
さ
に
激
変
し
た
年
で
あ
る
。

３�　
私
は
、
一
介
の
弁
護
士
で
あ
り
、
政
治
家

で
も
歴
史
家
で
も
な
い
も
の
の
、
平
成
元
年

（
１
９
８
９
年
）
11
月
の
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊

に
よ
り
、
一
部
地
域
で
の
武
力
紛
争
は
残
る

も
の
の
、
大
き
な
戦
争
な
ど
今
後
は
起
こ
り

得
な
い
も
の
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
淡
い
期
待
が
裏
切
ら
れ
た
こ
と
を
つ
く

づ
く
思
い
知
ら
さ
れ
た
年
で
も
あ
る
。

４�　

時
代
は
常
に
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

人
々
の
価
値
観
も
ま
さ
に
変
化
す
る
も
の
で

あ
る
し
、
様
々
の
価
値
観
を
持
っ
た
人
々
が

共
存
す
る
の
が
、
ま
さ
に
健
全
な
民
主
国
家

で
あ
る
が
、
裁
判（
司
法
）の
場
に
お
い
て
も
、

第
１
審
、
第
２
審
、
最
高
裁
と
判
断
が
分
か

れ
る
が
故
に
、
司
法
制
度
が
健
全
に
働
い
て

い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

５�　
そ
の
意
味
で
、
本
稿
に
お
い
て
、
第
１
審
、

第
２
審
、
最
高
裁
と
判
断
が
分
か
れ
た
⑴
最

高
裁
令
和
７
年
４
月
17
日
第
一
小
法
廷
判
決

（
懲
戒
免
職
処
分
取
消
等
請
求
事
件
）
と
⑵
最

高
裁
令
和
７
年
６
月
27
日
第
三
小
法
廷
判
決

（
生
活
保
護
基
準
引
下
げ
処
分
取
消
等
請
求
事

件
）を
主
文（
結
論
）を
中
心
に
紹
介
す
る
次
第

で
あ
る
。

2 �

最
高
裁
令
和
７
年
４
月
17
日 

第
一
小
法
廷
判
決

１�　

事
案
の
概
要
に
つ
い
て

⑴�　

原
告（
控
訴
人
・
被
上
告
人
）は
、
京
都
市
の

市
営
バ
ス
の
運
転
者
と
し
て
、
令
和
４
年
当
時

約
29
年
に
わ
た
り
勤
務
し
て
い
た
者
で
あ
る
。

⑵�　

原
告
は
、
令
和
４
年
２
月
11
日
、
運
賃
５
人

分
合
計
１
１
５
０
円
を
、
千
円
札
１
枚
と
硬
貨

１
５
０
円
で
受
取
り
、
硬
貨
に
つ
い
て
は
運
賃

箱
に
入
れ
さ
せ
た
も
の
の
、
千
円
札
１
枚
に
つ

い
て
は
運
賃
箱
に
入
れ
る
こ
と
な
く
こ
れ
を
着

服
し
た
。

法令相談室から

法令相談室から

令
和
７
年
を
振
り
返
っ
て

全
国
市
長
会
顧
問
弁
護
士　
　

松ま
つ
ざ
き崎　

勝ま
さ
る
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⑶�　

被
告
（
京
都
市
公
営
企
業
管
理
者
。
被
控
訴

人
・
上
告
人
）
は
、
令
和
４
年
２
月
18
日
、
当

該
バ
ス
の
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
に
よ
り
原
告

の
上
記
千
円
札
の
着
服
行
為
を
把
握
し
た
。

⑷�　

被
告
は
、
上
記
着
服
行
為
の
他
、
原
告
が
令

和
４
年
２
月
11
日
、
12
日
、
16
日
及
び
17
日
に

バ
ス
の
車
内
に
お
い
て
電
子
た
ば
こ
を
使
用

し
、
喫
煙
類
似
行
為
を
行
っ
て
い
る
こ
と
も
把

握
し
た
。

⑸�　

原
告
は
、
令
和
４
年
２
月
18
日
の
上
司
と
の

面
接
に
お
い
て
、
右
記
⑷
の
喫
煙
類
似
行
為
は

こ
れ
を
認
め
た
も
の
の
、
右
記
⑶
の
着
服
行
為

は
当
初
は
こ
れ
を
否
認
し
、
上
司
か
ら
の
指
摘

を
受
け
て
こ
れ
を
認
め
る
に
至
っ
た
。

⑹�　

そ
こ
で
、
被
告
は
、
令
和
４
年
３
月
２
日
、

原
告
を
懲
戒
免
職
処
分
に
付
し
た
う
え
で
、
退

職
手
当
等（
約
１
２
０
０
万
円
）の
全
部
を
不
支

給
と
す
る
本
件
全
部
支
給
制
限
処
分
を
し
た
。

⑺�　

原
告
は
、
被
告
に
よ
る
①
懲
戒
免
職
処
分
、

②（
退
職
手
当
等
の
）全
部
支
給
制
限
処
分
の
取

消
し
を
求
め
て
提
訴
し
た
。

２　

�

京
都
地
裁
令
和
５
年
７
月
18
日
判
決�

（
労
働
判
例
１
３
３
９
号
19
頁
）

⑴�　

主
文
：

　

①
原
告
の
請
求
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
。

　

②
訴
訟
費
用
は
原
告
の
負
担
と
す
る
。

⑵�　

理
由
：

　

①
懲
戒
免
職
処
分
に
つ
い
て

　

�　
「
以
上
に
よ
れ
ば
、
処
分
行
政
庁
が
行
っ
た

本
件
懲
戒
免
職
処
分
に
つ
い
て
、
処
分
の
前
提

と
な
っ
た
事
実
関
係
に
誤
り
が
あ
る
と
い
う
こ

と
は
で
き
ず
、
そ
の
判
断
過
程
に
お
い
て
著
し

く
不
合
理
な
点
も
な
い
か
ら
、
本
件
懲
戒
免
職

処
分
が
、
社
会
観
念
上
著
し
く
妥
当
性
を
欠
い

て
裁
量
権
を
付
与
し
た
目
的
を
逸
脱
し
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、

本
件
懲
戒
免
職
処
分
は
、
処
分
行
政
庁
の
裁
量

権
の
範
囲
内
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
違
法
と
は

な
ら
な
い
。」

　

②
全
部
支
給
制
限
処
分
に
つ
い
て

　

�　
「
以
上
に
よ
れ
ば
、
処
分
行
政
庁
が
行
っ
た

本
件
不
支
給
処
分
に
つ
い
て
、
処
分
の
前
提
と

な
っ
た
事
実
関
係
に
誤
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と

は
で
き
ず
、
そ
の
判
断
過
程
に
お
い
て
著
し
く

不
合
理
な
点
も
存
し
な
い
か
ら
、
原
告
が
主
張

す
る
そ
の
余
の
事
情
（
懲
戒
免
職
処
分
に
よ
る

相
応
の
社
会
的
な
制
裁
の
存
在
、
退
職
金
の
性

質
）
等
を
考
慮
し
て
も
、
な
お
本
件
不
支
給
処

分
が
社
会
観
念
上
著
し
く
妥
当
性
を
欠
い
て
裁

量
権
を
付
与
し
た
目
的
を
逸
脱
し
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
本
件

不
支
給
処
分
は
、
処
分
行
政
庁
の
裁
量
権
の
範

囲
内
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
違
法
と
な
ら
な

い
。」

３　

�

大
阪
高
裁
令
和
６
年
２
月
16
日
判
決�

（
労
働
判
例
１
３
３
９
号
14
頁
）

⑴�　

主
文
：

　

①
原
判
決
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

�

②
処
分
行
政
庁
京
都
市
公
営
企
業
管
理
者
交
通

局
長
が
令
和
４
年
３
月
２
日
付
け
で
控
訴
人
に

対
し
て
な
し
た
退
職
手
当
を
支
給
し
な
い
旨
の

処
分
を
取
り
消
す
。

　

③
控
訴
人
の
そ
の
余
の
請
求
を
棄
却
す
る
。

　

④
訴
訟
費
用（
略
）

⑵�　

理
由
：

　

①
懲
戒
免
職
処
分
に
つ
い
て

　

�　
「
以
上
に
よ
れ
ば
、
控
訴
人
に
よ
る
本
件
着

服
行
為
に
つ
い
て
処
分
を
軽
減
す
べ
き
特
別
の

事
情
を
認
め
ず
、
本
件
喫
煙
類
似
行
為
の
存
在

も
併
せ
考
慮
し
て
、
本
件
処
分
指
針
の
原
則
ど

お
り
に
免
職
処
分
と
し
た
処
分
行
政
庁
の
判
断

が
、
社
会
観
念
上
著
し
く
妥
当
性
を
欠
い
て
裁

量
権
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
い
た
も
の
と
は
認
め

ら
れ
な
い
。」

　

②
全
部
支
給
制
限
に
つ
い
て

　

�　
「
本
件
不
支
給
処
分
は
、
控
訴
人
の
業
務
の

性
質
や
公
務
へ
の
影
響
、
控
訴
人
の
在
職
中
の

功
績
や
退
任
後
の
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
等
退
職

手
当
の
支
給
に
当
た
っ
て
当
然
に
考
慮
す
べ
き

事
項
に
つ
い
て
適
切
に
考
慮
せ
ず
又
は
そ
の
評

価
を
誤
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
非
違
行
為
の

程
度
及
び
内
容
に
比
し
て
酷
に
過
ぎ
る
も
の
と

い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
社
会
観
念
上
著
し
く
妥
当

性
を
欠
い
て
い
る
。」

４　

�

最
高
裁
令
和
７
年
４
月
17
日
第
一
小
法

廷
判
決（
労
働
判
例
１
３
３
９
号
５
頁
）

⑴�　

主
文
：

　

�

①
原
判
決
中
上
告
人
敗
訴
部
分
を
破
棄
す
る
。

　

�

②
前
項
の
部
分
に
つ
き
、
被
上
告
人
の
控
訴
を

棄
却
す
る
。

法令相談室から



MARCH 2026 市政 58

　

③
訴
訟
費
用（
略
）

⑵�　

理
由
：

　

�

①
懲
戒
免
職
処
分
に
つ
い
て

　
　

控
訴
人
の
上
告
な
し
で
確
定
。

　

�

②
全
部
支
給
制
限
処
分
に
つ
い
て

　

�　
「
こ
れ
ら
の
事
情
に
照
ら
せ
ば
、
本
件
着
服

行
為
の
被
害
金
額
が
１
０
０
０
円
で
あ
り
そ
の

被
害
弁
償
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
被
上
告

人
が
約
29
年
に
わ
た
り
勤
務
し
、
そ
の
間
、
一

般
服
務
や
公
金
等
の
取
扱
い
を
理
由
と
す
る
懲

戒
処
分
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
こ
と
等
を
し
ん

し
ゃ
く
し
て
も
、
本
件
全
部
支
給
制
限
処
分
に

係
る
本
件
管
理
者
の
判
断
が
、
社
会
観
念
上
著

し
く
妥
当
性
を
欠
い
て
裁
量
権
の
範
囲
を
逸
脱

し
、
又
は
こ
れ
を
濫
用
し
た
も
の
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
。」

５�　

第
１
審
、
第
２
審
、
最
高
裁
判
決
に�

対
す
る
若
干
の
コ
メ
ン
ト

⑴�　

第
１
審
、
第
２
審
、
最
高
裁
判
決
を
通
し

て
読
め
ば
明
ら
か
で
あ
る
が
、
着
服
額
が
金

１
０
０
０
円
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
懲
戒
免

職
処
分
が
適
正
、
妥
当
で
あ
る
こ
と
に
問
題

は
な
い
。

⑵�　

し
か
し
、
退
職
手
当
等
の
全
部
支
給
制
限
処

分
に
つ
い
て
は
、
着
服
額
が
１
０
０
０
円
に
過

ぎ
な
い
の
に
対
し
、
退
職
金
が
約
１
２
０
０
万

円
で
あ
る
こ
と
を
ど
う
評
価
す
る
か
、
ま
さ
に

裁
判
所
（
裁
判
官
）
の
判
断
が
分
か
れ
た
の
で

あ
る
。

⑶�　

周
知
の
と
お
り
、
退
職
手
当
等
の
性
格
に
つ

い
て
は
、
勤
続
報
償
的
な
側
面
の
み
な
ら
ず
、

給
与
の
後
払
い
的
な
側
面
、
生
活
保
障
的
な
側

面
も
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
ど
の
側
面

を
重
視
す
る
か
、
裁
判
官
の
価
値
判
断
の
問
題

な
の
で
あ
る
。

⑷�　

懲
戒
免
職
処
分
と
退
職
手
当
全
額
支
給
制
限

処
分
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
最
高

裁
令
和
５
年
６
月
27
日
第
三
小
法
廷
判
決
（
民

集
77
巻
５
号
１
０
４
９
頁
、
岩
手
県
教
委
事

件
）
が
存
在
す
る
し
、
ま
た
、
最
高
裁
令
和
６

年
６
月
27
日
第
一
小
法
廷
判
決
（
集
民
２
７
１

号
１
２
９
頁
、
大
津
事
件
）
が
存
在
す
る
の
で

あ
り
、
最
高
裁
は
、
処
分
庁
の
広
範
な
裁
量
を

認
め
る
立
場
に
立
っ
て
お
り
、
本
件
最
高
裁
判

決
は
、
過
去
の
判
例
で
採
ら
れ
た
処
分
庁
の
広

範
な
裁
量
を
認
め
る
と
の
立
場
を
確
認
し
た
も

の
と
評
価
出
来
る
の
で
あ
る
。

６�　
な
お
、
上
記
最
高
裁
令
和
５
年
６
月
27
日

判
決
に
は
宇
賀
克
也
裁
判
官
の
、
上
記
最
高

裁
令
和
６
年
６
月
27
日
判
決
に
は
岡
正
晶
裁

判
官
の
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
い
た
が
、
本

最
高
裁
令
和
７
年
４
月
17
日
判
決
に
は
反
対

意
見
が
付
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
判
例

と
し
て
は
固
ま
っ
た
も
の
と
評
価
出
来
る
も

の
な
の
で
あ
る
。

3 �

最
高
裁
令
和
７
年
６
月
27
日 

第
三
小
法
廷
判
決

１　

�

事
案
の
概
要
に
つ
い
て

⑴�　

厚
生
労
働
大
臣
は
、
平
成
25
年
か
ら
平
成
27

年
に
か
け
て
「
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
の
基

準
」（
昭
和
38
年
厚
生
省
告
示
第
１
５
８
号
）
の

中
の
生
活
扶
助
基
準
の
改
訂
を
行
い
、
こ
れ
を

受
け
て
所
轄
の
福
祉
事
務
所
ら
は
、
生
活
扶
助

の
支
給
額
を
変
更
す
る
旨
の
保
護
変
更
決
定
を

な
し
た
。

⑵�　

原
告
ら
は
、
愛
知
県
内
の
居
住
者
は
名
古
屋

地
裁
に
対
し
、
大
阪
府
内
の
居
住
者
は
大
阪
地

裁
に
対
し
、
上
記
生
活
保
護
基
準
引
下
げ
処
分

の
取
消
し
と
国
家
賠
償
法
に
基
づ
く
損
害
賠
償

請
求
と
し
て
１
万
円
の
支
払
い
を
求
め
る
訴
訟

を
提
起
し
た
。

２�

－

１　

名
古
屋
地
裁
令
和
２
年
６
月
25
日

判
決（
判
例
時
報
２
４
７
４
号
３
頁
）

　

主
文
：

　

①
原
告
ら
の
請
求
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
。

　

②
訴
訟
費
用
は
原
告
の
負
担
と
す
る
。

２�

－

２　

名
古
屋
高
裁
令
和
５
年
11
月
30
日

判
決（
判
例
秘
書
搭
載
）

　

主
文
：

　

�

①
原
判
決
を
取
り
消
す
。

　

�

②（
略
）各
控
訴
人
ら
に
対
し
て
な
し
た
各
保
護

変
更
決
定
処
分
を
い
ず
れ
も
取
り
消
す
。

　

�

③
被
控
訴
人
国
は
、
控
訴
人
（
略
）
ら
に
対
し
、

そ
れ
ぞ
れ
１
万
円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
平
成
25

年
８
月
１
日
か
ら
支
払
い
済
み
ま
で
年
５
分
の

割
合
に
よ
る
金
員
を
支
払
え
。

　

�

④
、
⑤
、
⑥（
略
）

　

�

⑦
訴
訟
費
用（
略
）

２�

－

３　

最
高
裁
令
和
７
年
６
月
27
日
第
三

法令相談室から
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小
法
廷
判
決（
判
例
秘
書
搭
載
）

　

主
文
：

　

�

①
原
判
決
主
文
第
１
項
及
び
第
３
項
か
ら
第
５

項
ま
で
の
う
ち
、
上
告
人
国
に
関
す
る
部
分
を

破
棄
し
、
同
部
分
に
つ
き
、（
略
）被
上
告
人
ら

の
控
訴
を
棄
却
す
る
。

　
�

②
上
告
人
各
市
の
被
上
告
人
承
継
人
を
除
く

（
略
）被
上
告
人
ら
に
対
す
る
上
告
を
棄
却
す
る
。

　

�
③
訴
訟
費
用（
略
）

　

�

④（
略
）

３�

－

１　

大
阪
地
裁
令
和
３
年
２
月
22
日
判
決

（
判
例
時
報
２
５
０
６・２
５
０
７
合
併
号
20
頁
）

　

主
文
：

　

�

①（
略
）生
活
保
護
法
25
条
２
項
に
基
づ
く
保
護

変
更
決
定
を
取
り
消
す
。

　

�

②（
略
）

　

�

③
原
告
ら
の
そ
の
余
の
請
求
を
い
ず
れ
も
棄
却

す
る
。

　

�

④
訴
訟
費
用（
略
）

３�

－

２　

大
阪
高
裁
令
和
５
年
４
月
14
日
判
決

（
判
例
時
報
２
５
７
１
号
14
頁
）

　

主
文
：

　

�

①
１
審
被
告
（
控
訴
人
）
ら
の
控
訴
に
基
づ
き
、

原
判
決
中
、
１
審
被
告（
控
訴
人
）ら
敗
訴
部
分

を
取
り
消
す
。

　

�

②
上
記
部
分
に
つ
き
、
１
審
原
告
（
控
訴
人
、

被
控
訴
人
）及
び
１
審
原
告（
被
控
訴
人
）ら
の

請
求
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
。

　

�

③
１
審
原
告（
控
訴
人
・
被
控
訴
人
）ら
及
び
１

審
原
告（
控
訴
人
）ら
の
控
訴
を
い
ず
れ
も
棄
却

す
る
。

　

�

④
訴
訟
費
用（
略
）

３�

－

３　

最
高
裁
令
和
７
年
６
月
27
日
第
三

小
法
廷
判
決（
民
集
79
巻
４
号
１
６
４
０
頁
）

　

主
文
：

　

�

①
原
判
決
主
文
第
１
項
及
び
第
２
項
の
う
ち
、

上
告
人
Ｘ
１
ら
及
び
上
告
人
Ｘ
２
ら
に
関
す
る

部
分
を
破
棄
し
、
同
部
分
に
つ
き
、
被
上
告
人

各
市
の
控
訴
を
棄
却
す
る
。

　

�

②
上
告
人
Ｘ
１
ら
及
び
上
告
人
Ｘ
３
ら
の
被
上

告
人
国
に
対
す
る
各
上
告
を
棄
却
す
る
。

　

�

③
訴
訟
費
用（
略
）

４�　

第
１
審
、
第
２
審
、
最
高
裁
に
対
す
る

若
干
の
コ
メ
ン
ト

⑴�　

名
古
屋
地
裁
判
決
と
大
阪
地
裁
判
決
の
主
文

を
読
み
く
ら
べ
れ
ば
明
ら
か
な
と
お
り
、
同
じ

く
生
活
保
護
変
更
決
定
に
対
す
る
も
の
で
あ
る

も
の
の
、
地
裁
段
階
で
の
結
論
は
全
く
逆
で

あ
っ
た
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
名
古
屋
高
裁
判

決
と
大
阪
高
裁
判
決
の
主
文
を
読
み
く
ら
べ
れ

ば
明
ら
か
な
と
お
り
、
高
裁
段
階
で
の
結
論
も

全
く
逆
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

⑵�　

本
件
生
活
保
護
費
を
め
ぐ
る
訴
訟
は
、
実
定

法
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
憲
法
25
条
、
な
か
ん

づ
く
生
活
保
護
法
３
条
「
こ
の
法
律
に
よ
り
保

証
さ
れ
る
最
低
限
度
の
生
活
は
、
健
康
で
文
化

的
な
生
活
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
規
定
及
び
同

法
８
条
の
規
定
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
り
、「
健

康
で
文
化
的
な
生
活
水
準
」
と
い
う
抽
象
的
な

表
現
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
り
、
裁
判
官
の
人
生

観（
哲
学
）、
よ
り
直
截
的
に
表
現
す
れ
ば
、
行

政
に
対
す
る
司
法
の
役
割
を
ど
う
考
え
る
か
に

よ
り
判
断
が
分
か
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

⑶�　

本
最
高
裁
判
決
は
、
ま
さ
に
二
つ
に
分
か
れ

た
下
級
審
判
決
に
対
し
、
生
活
保
護
変
更
決
定

は
違
法
で
あ
る
と
し
て
、
法
律
論
と
し
て
の
結

論
を
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑷�　

な
お
、
本
最
高
裁
判
決
は
、
国
家
賠
償
法
に

基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
は
、
宇
賀
克

也
裁
判
官
の
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、「
厚
生
労
働
大
臣
が
職
務
上
通
常
尽
く
す

べ
き
注
意
義
務
を
尽
く
す
こ
と
な
く
漫
然
と
デ

フ
レ
調
整
に
係
る
判
断
を
し
た
と
認
め
得
る
よ

う
な
事
情
が
あ
っ
た
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
ず
、

他
に
同
大
臣
が
職
務
上
通
常
尽
く
す
べ
き
注
意

義
務
を
尽
く
す
こ
と
な
く
漫
然
と
本
件
改
定
を

し
た
と
認
め
得
る
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
と
い

う
べ
き
根
拠
は
見
当
た
ら
な
い
。」
と
判
示
し
、

請
求
が
認
め
ら
れ
な
い
旨
を
判
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

4 

お
わ
り
に

１�　
裁
判
と
は
、
人
で
あ
る
裁
判
官
の
判
断
で

あ
り
、
裁
判
官
の
人
生
観
（
哲
学
）
に
よ
り
判

断
が
分
か
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

２�　
昨
年
出
さ
れ
た
上
記
３
つ
の
最
高
裁
判
決

は
、
裁
判
が
人
で
あ
る
裁
判
官
に
よ
る
判
断

で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
る

と
私
は
考
え
る
の
で
紹
介
す
る
次
第
で
あ
る
。

法令相談室から


